
 

社会教育施設の運営について 

 

 国の通知及び新型コロナウイルス対策協議会（兵庫県）からの提言を踏ま

え、鑑賞・観覧事業は、感染リスクが低いものの、県内では、新たな感染者

が引き続き発生していることを背景に、 

① 移動の自粛を求められていること 

② 一度中止した事業を再開した場合、一時的にも来場者が集中し、感染

のリスクが高まること 

から、現行の自粛措置を３月 31 日（火）まで継続する 
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